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第１章 関川村国民健康保険第３期データヘルス計画 

 

１．データヘルス計画の背景と目的 

 

（１）計画策定の背景・目的  

（保健事業実施計画の背景）  

○ 平成 25年６月 14 日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組

合に対し、レセプト等のデータの分析、それに基づく加入者の健康保持増進のための事

業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、事業実施、評価等の取組を求めると

ともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進する。」と示されました。 

○ また、平成 26年３月、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針１（以

下、「国指針」という。）において、市町村国保及び国民健康保険組合（以下、「保険者」

という。）は、健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な

保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定したうえ

で、保健事業の実施・評価・改善等を行うこととされました。 

○ その後、平成 30 年４月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、

また、令和２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2020（骨太方針

2020）」において、保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令

和４年 12 月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表 2022」に

おいて、「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計

画の標準化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なＫＰ

Ｉ2の設定を推進する」と示されました。 

○ このように、全ての保険者にデータヘルス計画の策定が求められ、効果的・効率的な保

健事業の実施に向けて、標準化の取組の推進や評価指標の設定が進められています。 

（保健事業の目的） 

○  保険者においては、幅広い年代の被保険者が存在するため、これらの年代の身体的な

状況等に応じた健康課題を的確に捉え、課題に応じた保健事業を実施することにより、

健康の保持増進、生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上が図られ、結果として、医療費の

適正化に資すると考えられます。 

 

（２）計画の位置づけ  

本計画は、「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第２次））」に示された基

本方針を踏まえるとともに「健康にいがた 21（第３次）」及び、村民の健康づくりの方針を

示した「関川村健康増進計画 健康せきかわ 21（第２次）」をはじめとする関連計画との整

合性を図ります。 
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（３）基本理念  

 基本理念１「健康寿命の延伸」 

 基本理念２「医療費の適正化」 

 

（４）計画の対象期間と評価・見直し  

本計画の計画期間は、国指針第４の５において、「特定健康診査等実施計画や健康増進計

画との整合性を踏まえ、複数年とする」としていること、保健事業の実施計画（データヘル

ス計画）策定の手引きにおいて他の保健医療関係の法定計画との整合性を考慮するとして

いることから、令和６年度から令和 11年度までの６年間とします 。 

 

（５）計画の公表・周知  

本計画は、関川村ホームページや広報せきかわを通じて広く市町村民に周知し、地域の医

師会等の関係団体経由で医療機関等にも周知します。 

  データヘルス計画 関川村健康増進計画 

「健康せきかわ 21」  特定健康診査等実施計画 

法律 高齢者の医療に関する法律 

第 19条 

国民健康保険法 第 82条 

（平成 16年厚生労働省告示第

307号） 

健康増進法 第８条 

基本的な指針 平成 25年５月「特定健康診査

計画作成の手引き」 

（厚生労働省 保険局） 

平成 26年４月「国民健康保険

法に基づく保健事業の実施等

に関する指針の一部改正」 

（厚生労働省 保険局） 

平成 24年７月「国民の健康の増

進の総合的な推進を図るための

基本的な方針の全部改正」（厚生

労働省 健康局） 

計画策定者 関川村国保 関川村 

基本的な考え方 生活習慣の改善による糖尿病

等の生活習慣病の予防対策を

進め予防することができれ

ば、通院患者を減らすことが

でき、さらには重症化や合併

症の発症を抑え、入院患者を

減らすことができる。この結

果、国民の生活の質の維持お

よび向上を図りながら医療の

伸びの抑制を実現することが

可能となる。特定健康診査は、

糖尿病等の生活習慣病の発症

や重症化を予防することを目

的として、メタボリックシン

ドロームに着目し、生活習慣

を改善するための特定保健指

導を必要とするものを、的確

に抽出するために行うもので

ある。 

生活習慣病対策をはじめとし

て、被保険者の自主的な健康

増進及び疾病予防の取り組み

について、保険者がその支援

の中心となって、被保険者の

特性を踏まえた効果的かつ効

率的な保健事業を展開するこ

とを目指すものである。被保

険者の健康の保持増進によ

り、医療費の適正化及び保険

者の財政基盤強化が図られる

ことは保険者自身にとっても

重要である。 

平均寿命の長さだけではなく、

実り豊かな生涯を過ごすために

健康寿命の延伸、生活の質（QOL）

向上への取組みを村民一人ひと

りがそれぞれの健康観に基づい

て「自分の健康は自分でつくる」

という意識で積極的に取り組

み、併せて、学校や企業、地域、

行政など社会全体が一体となっ

てこれを支援することで、「生涯

を通じて だれもが健やかでい

きいきとくらせる地域（まち）」

づくりの実現を目指す。 

対象者 関川村国保被保険者のうちの

40～74歳のもの 

関川村国保被保険者全員 関川村民全員 
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２．関川村の概要 

 

（１）人口及び被保険者の概要  

 

 

項目 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

男性 国保被保険者 4 6 14 16 7 9 12 22 18 

男性 人口 59 82 93 108 74 85 107 112 115 

女性 国保被保険者 8 6 11 10 9 7 8 11 12 

女性 人口 68 76 89 92 50 62 94 91 115 

 

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100- 

21 30 30 56 151 178 0 0 0 0 0 0 

139 149 175 227 239 233 155 125 118 40 9 0 

19 15 21 63 120 175 0 0 0 0 0 0 

140 139 191 193 233 229 205 225 227 133 40 8 
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■ 人口の推移 

 

（KDB 地域の全体像の把握） 

 

本村の人口は年々減少しており、令和４年には 4,928人となっています。国保加入者数も

人口減少に加えて後期高齢者医療制度への移行などの影響で減少しており、令和４年４月

 

 

 

年度 0-14 15-39 40-64 65-

R1 474人 1021人 1668人 2243人

R2 458人 954人 1602人 2240人

R3 434人 912人 1566人 2204人

R4 403人 849人 1501人 2175人

■人口の推移（人）

年度 0-14 15-39 40-64 65-

R1 8.8% 18.9% 30.9% 41.5%

R2 8.7% 18.1% 30.5% 42.6%

R3 8.5% 17.8% 30.6% 43.1%

R4 8.2% 17.2% 30.5% 44.1%

■人口割合の推移（%）

 

 

 

年度 0-14 15-39 40-64 65-74

R1 63人 129人 337人 645人

R2 60人 111人 316人 663人

R3 56人 107人 312人 669人

R4 49人 111人 285人 624人

■国保被保険者の推移（人）

年度 0-14 15-39 40-64 65-74

R1 5.4% 11.1% 28.7% 54.9%

R2 5.2% 9.7% 27.5% 57.7%

R3 4.9% 9.4% 27.3% 58.5%

R4 4.6% 10.4% 26.7% 58.4%

■国保被保険者割合の推移（％）
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1021人 954人 912人 849人
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時点での国保加入率は 21.7％となっています。 

被保険者の年齢構成は令和４年４月時点で 65－74 歳の前期高齢者が 624 人と全体の

58.4％を占めており、国や県と比較して高く、高齢化が進んでいます。 

 

（２）平均寿命・健康寿命・死亡者割合・平均余命 

① 平均余命と平均自立期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （KDB 地域の全体像の把握 平均余命及び平均自立期間） 

 

令和４年度の関川村の平均自立期間（要介護２になるまでの期間）は男性 79.5歳、女性

85.6歳、平均余命は男性 81.0歳、女性 88.6歳となっており、その差は男性 1.5歳、女性

4.6歳と県と比較して男性は同等、女性が 1.2歳長くなっています。 
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② 死因と標準化死亡比 

 

標準化死亡比 

 

（※平成 25~29 年の人口動態統計特殊報告よりデータ取得） 

死因 

 

 国と比較した標準化死亡比は男女共に老衰が最も高く、生活習慣病重症化疾患である脳

血管疾患も高くなっています。 

 また死因では、がん、心臓病、脳血管の順で高く、三大死因の中で脳疾患の割合が同規模

や県と比較して高くなっています。 

                    （※平成 25～29 年の人口動態統計特殊報告よりデータ取得） 

 

③ 死亡の状況 

 

市区町村 がん 心臓病 脳疾患 糖尿病 腎不全 自殺 

関川村 41.7 28.3 20.0 0.0 5.0 5.0 

同規模 46.3 29.8 15.7 1.8 4.1 2.3 

新潟県 49.6 25.4 17.3 1.8 3.3 2.6 

                          （※KDB R4 年度 地域の全体像の把握） 

 

国と比較した標準化死亡比は男女ともに老衰が最も高く、生活習慣病重症化疾患である

脳疾患も高くなっています。 

 また、死因では、がん、心臓病、脳血管の順で高く、三大死因の中で脳疾患の割合が同規

模や県と比較しても高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村 がん 心臓病 脳疾患 糖尿病 腎不全 自殺
市町村 41.7 28.3 20.0 0.0 5.0 5.0
同規模 46.3 29.8 15.7 1.8 4.1 2.3
新潟県 49.6 25.4 17.3 1.8 3.3 2.6

98.8

101.8

90.3

117.0

76.2

73.0

84.0

179.0

112.3

113.3

0 100 200 300

全死因

悪性新生物…

心疾患…

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故

自殺

女性

99.2

100.2

100.9

100.2

83.9

75.9

81.6

192.4

125.6

118.5

0 100 200 300

全死因

悪性新生物…

心疾患…

脳血管疾患

肺炎

肝疾患

腎不全

老衰

不慮の事故
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３．第２期データヘルス計画の評価 

 

（１）計画全体目標の達成状況  

 以下の内容で第２期データヘルス計画の評価を行いました。 

◎ 中長期、短期的目標：それぞれの指標の目標値の達成状況 

◎ 個別保健事業：アウトプット、アウトカム指標の達成状況 

◎ ＡＢＣ評価で判定 

【Ａ】事業目標は達成しており、課題が整理され対策が講じられている。 

【Ｂ】事業目標は達成していないが、課題が整理され、対策が講じられている。 

【Ｃ】事業目標の達成ができておらず、事業に課題がある。 

【－】評価不能 

 

 ① 中長期目標 

  

医療費の総額に占める高血圧、糖尿病の割合はともに減少していますが、１人当たりの費

用額や受診率は増加傾向となっています。また、特定健康診査（以下、「特定健診」という。）

における有所見者割合も増加傾向であり、全体的に改善はみられていない状況です。第２期

計画期間ではコロナ禍により保健指導など実施できなかったことも多く、第３期計画でも

引き続き力を入れて対策をしていく必要があります。 

中長期目標 アウトカム評価指標 

ベースライン

現状値 

（Ｈ30年度） 

目指す 

方向性/

目標値 

Ｒ４の 

現状値 
評価 

１）傷病名別医療費の総額に占める高血

圧の医療費割合が低下し、1 人当たり

の費用額、受診率も低下する。 

医療費割合 

1人当たり費用額 

受診率 

6.9％ 

26,042円 

177.47 

減少 

6.4％ 

28,150円 

193.08 

Ｂ 

２）特定健康診査結果で高血圧の有所見

者割合（保健指導判定値以上）が減少

する 

収縮期血圧 130㎜ Hg以上の割合 

拡張期血圧 85㎜ Hg以上の割合 

49.7％ 

23.5％ 減少 

51.3％ 

23.0％ Ｂ 

３）Ⅱ度高血圧以上の未治療者が減少す   

 る 

Ⅱ度高血圧以上の未治療者割合 

―  44.4％ － 

４）傷病名別医療費の総額に占める糖尿

病の医療費割合が低下し、1 人当たり

の費用額、受診率も低下する。 

医療費割合 

1人当たり費用額 

受診率 

6.9％ 

24,046円 

75.0％ 

減少 

5.6％ 

25,574円 

82.6％ 

Ｂ 

５）特定健康診査結果で糖尿病の有所見

者割合（保健指導判定値）が減少する 

HbA1c5.6％以上の割合 

63.9％ 減少 

 

65.8％ Ｂ 

６）HbA1c6.5％以上の未治療者が減少す  

 る 

HbA1c6.5％以上の未治療者割合 

16.3％ 減少 19.4％ Ｂ 

７）特定健康診査受診者の重症化予防対

象者の割合が減少する 

HbA1c6.5％以上の未治療者割合 

HbA1c8.0％以上かつ服薬者 

160/95㎜ Hg以上の服薬なし 

16.3％ 

0人 

80.0％ 

減少 

19.4％ 

1人 

61.1％ 

Ｂ 
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 ② 短期目標  

短期目標 アウトカム評価 

ベースライン 

現状値 

（Ｈ30年度） 

目指す 

方向性/

目標値 

Ｒ４の 

現状値 
評価 

＃１ 適切な生活習慣（禁煙・運動・飲酒・減

塩等）に取り組める人が増える 

喫煙 17.5％ 

減少 

15.2％ 

Ｃ 

週 3回以上朝食を抜く 9.3％ 8.7％ 

1回 30分以上の運動習慣なし 66.2％ 77.4％ 

1日医時間以上の運動なし 47.9％ 40.8％ 

飲酒（１～２合） 34.9％ 29.1％ 

飲酒（２～３合） 11.6％ 12.0％ 

飲酒（3合以上） 4.1％ 1.3％ 

＃２ 食事や運動等に関する保健事業への

65 歳未満の参加者が増え、男性参加

者が 2割を超える 

事業の対象者（実施者）の変化は事業評価にあたるため、個別事業の評価で見ていくことと

する。 

指標変更 

＃３ 脳血管疾患重症化予防訪問対象者の

8割が適切な生活習慣に取り組める 

事業の対象者（実施者）の変化は事業評価にあたるため、個別事業の評価で見ていくことと

する。 

指標変更 

＃４ 糖尿病等重症化予防訪問対象者の 8

割が適切な生活習慣に改善する 

事業の対象者（実施者）の変化は事業評価にあたるため、個別事業の評価で見ていくことと

する。 

指標変更 

 

  

 ＃１の適切な生活習慣について、各項目の達成状況がわかるよう、第３期では禁煙・運動・

食事（飲酒）それぞれ分けて短期目標とします。令和４年度の現状値では、生活習慣に関

する質問票の多くの項目が改善している一方で、運動習慣がないものの割合が特に増加

していることが分かりました。 

＃３-４については、各事業の対象者（実施者）の変化は事業評価で見ていくこととし、

第３期では短期目標からは除外し新たな指標を入れることとします。（第３期データヘル

ス計画目標・指標参照） 
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（２）保健事業の実施状況 

 

H30（R1） R4

アウト

カム
特定健診受診率

全体：59%

40代：30%

50代：37%

全体：49.5%

40代：28.0%

50代：35.4%

全体：48.1%

40代：30.2%

50代：33.3%

アウト

プット
個別通知による受診勧奨 100% 100% 100%

アウト

カム

前年度特定保健指導修了者

の行動ステージが維持・改善

した者の割合

動機付け

88.0%

積極的

100%

動機付け

86.7%

積極的

100%

―

結果説明会時や電話・家庭訪

問による利用勧奨率
100% 81.9% 100%

特定保健指導実施率 64.2% 40.8% 56.3%

アウト

カム

保健指導及び医療機関受診者の

①医療機関受診率

②HbA1cの平均値（中央値）

70%

減少
―

アウト

プット

保健指導及び受診勧奨実施

率
100% ―

アウト

カム

保健指導及び医療機関受診者の

①医療機関受診率

②血圧の平均値（中央値）

70%

減少
―

アウト

プット

保健指導及び受診勧奨実施

率
100% ―

アウト

カム

【特定健診結果】

収縮期血圧130以上の者の割合、

HbA1c5.6以上の者の割合、Ⅱ度高血圧以

上の未治療者割合、HbA1c6.5以上の未治

療者割合

H30より減

少

49.7%

63.7%

60.9%

31.6%

アウト

プット

参加者数（65歳未満、男性参

加割合）
増加

17人（65歳

未満2人、

男性割合

58.8%）

アウト

カム

【特定健診結果】

収縮期血圧130以上の者の割合、

HbA1c5.6以上の者の割合、Ⅱ度高血圧以

上の未治療者割合、HbA1c6.5以上の未治

療者割合

H30より減

少

49.7%

63.7%

60.9%

31.6%

51.3％

65.8％

44.4％

19.4％

アウト

プット

参加者数（65歳未満、男性参

加割合）
80%

282人、

59%

40-64歳：

34人、59%

40%

アウト

カム

【特定健診問診票】

習慣的に喫煙する人の割合

毎日朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み

物を摂取する人の割合

週3回以上就寝前2時間以内に夕食をとる

人の割合

1回30分以上の運動を週2回以上1年以上

実施していない人の割合

1日1時間以上、日常生活において歩行又

は同等の身体活動を実施していない人の

割合

1日の飲酒量が2合以上の人の割合

減少

17.2%

18.7%

16.2%

66.4%

30.0%

15.5%

15.2%

21.4%

14.8%

77.4%

40.8%

13.3%

アウト

プット

実施回数

参加者数
増加

24回

延べ561

人

8回

延べ16人

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様

アウト

プット

実施回数

参加者数（65歳未満、男性参

加割合）

増加

参加者増加

（65歳未満

10%、男性15%

以上）

12回

延べ203人（65

歳未満7.3%、

男性12.2%）

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様

アウト

プット

実施回数

参加者数（65歳未満、男性参

加割合）

1回/年以上

参加者増加

（65歳未満

30%、男性35%

以上）

年2回

86人

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様

アウト

プット
実施回数

3回/年以

上

増加

1回/年

未実施

糖尿病未治療

高値者が適正

に医療機関受

診する。糖尿

病の発症・重

症化を予防す

る。

新規糖尿病・境界型の診断がつ

いた者、健診後、糖の精検未受診

者等を対象に保健師・栄養士によ

る生活指導（食事・運動）、受診勧

奨を実施する。

介入方法として、個別訪問、個別

面談、電話、手紙等で対応

中間評価で事業を脳血管

疾患重症化予防から変

更。

高血圧の重症化

予防に焦点を当

て、事業対象者、

評価指標を見直

す。また、人間

ドックや施設健診

受診者も対象に

含める。

未実施

全村民

11月～3月の冬期間、週1回ふ

れあいど～むを会場にウォー

キング教室を実施

運動習慣の定

着

コロナ禍ということもあり、

実施体制の見直しを行っ

ていたため。

R5年度より事業

再開。

次年度以降も継

続予定。

中間評価で内容と評価指

標を修正。HbA1c6.5%以

上の者に対する介入は地

区担当保健師の判断によ

るものであり、対象者が曖

昧になっている。

事業評価にあたり

対象者へは全員介

入できるよう対象

者と介入方法、評

価指標を修正。ま

た、人間ドックや施

設健診受診者も対

象に含める。

ラジオ体操出前講

座
全村民

スポーツ推進員が希望のあっ

た地区及び集落に出向き、正

しいラジオ体操についての普及

啓発を実施

運動開始の

きっかけづく

り、運動習慣

の定着

新型コロナウィルス感染

症の影響により令和2年

度から未実施。

若い世代と男性

の参加が増える

よう内容を見直

し、それに伴い評

価指標も見直

す。また、人間

ドックや施設健診

受診者も対象に

含める。

高血圧の未治

療高値者が適

正に医療機関

受診する。高

血圧の発症・

重症化を予防

する。

自身の健診結

果を理解でき

る。

健診の継続受

診につなが

る。

新型コロナウィルス感染症の影響に

より、令和2年度より実施方法を変

更。健康増進施設PRのため各集落

ではなく、コラッシェに集める形で実

施した。前半を集団指導、後半を個

別指導とし、なるべく1日で完了でき

るよう配慮したが、時間がかかるこ

と等により参加者の減少につながっ

た可能性あり。

結果説明会は個

別指導を行う場と

し、その人に合っ

た個別性の高い

指導とする。

⑤
生活習慣病予防

教室

特定健診受診

者のうち、血

圧、脂質、血

糖、腎機能のい

ずれかが受診

勧奨判定値以

上の者

特定保健指導

対象者

生活習慣病の

正しい知識を

得る。自分の

生活習慣を振

り返り、改善に

つなげる。生

活習慣病の発

症・重症化予

防

⑥
特定健診結果説

明会

特定健診受

診者全員

高血圧や糖尿病等生活習慣

病の有所見さを対象に食事や

運動等についての講義や実技

を取り入れた教室を実施。

健診の結果の振り返り、講義

（生活習慣病予防）、調理実

習、試食会、運動実技等

地区や集落の公会堂等で、個

別に特定健診の結果説明と結

果に基づいた生活指導を実

施。

要受診者へは受診勧奨も実

施。

高血圧重症化予

防事業
④

160/95mmH

g以上の医療

機関受診な

しの者

受診勧奨及び保健指導

対象者管理

・

・

要因分析

成功要因・未達成要因

今後の方針

見直しと改善案

①

特定保健指導

特定保健指

導対象者

（集団健診・

人間ドック受

診者）

家庭訪問等による個別面接

（保健師・管理栄養士）

結果説明会時や電話・家庭

訪問による利用勧奨

・

・

特定健診受診率

向上事業

40～74歳国

保被保険者

②

個別通知による再度受診勧奨

未受診者健診についてのお知らせ

を全戸配布

広報紙記事掲載や広報無線による

受診勧奨や健診の重要性につい

て周知

特定健診とみなす検査結果の提供

人間ドックの費用助成（35歳以上、

1万円）

・

・

・

・

・

アウト

プット

実施率は、R3年度66.7%で達成

したが、その他の年度は50%台

で目標達成せず。要因としてマ

ンパワーと指導者への定期的な

進捗確認不足がある。

前年度特定保健指導修了者が

評価指標になっており、毎年対

象が異なるため事業評価になら

ない。

特定健診受診率

（介入別・年代

別）は参考指標と

し、介入実施者

別の受診率をア

ウトカム指標とす

る

事業を第4期特

定健診・特定保

健指導に向けた

内容に変更し、評

価指標も変更す

る。

メタボ改善

生活習慣の改

善と継続

受診率の増加

新型コロナウィルス感染症の影響に

より令和2年度から集団健診を10月

に変更した。受診率はやや低下した

が、50%前後を維持している。さらな

る受診率向上のため、各勧奨方法

の受診率を評価する必要がある。

また、高校卒業から29歳までの健診

受診機会が少ないため、今後の検

討が必要

指標事業目的事業内容
事業

番号
保健事業

未実施

⑨ 健康ウォーキング 全村民

生活習慣病予防に効果的な

ウォーキングの知識の普及や

正しいフォームの指導も含め

たウォーキングイベントを実施

運動開始の

きっかけづく

り、運動習慣

の定着

⑧ 歩く！健康教室

未実施

コロナ禍であったこともあ

るが事業のPR不足も要

因の一つと考えられる。

事業のPRを強化

する。

ウォーキング以

外の運動事業の

中にウォーキン

グも組み入れる

などして、様々な

運動の場を提供

する。

未実施

参加者の固定化や減少に

より、運動事業の見直しを

行い、ウォーキングイベン

トを一旦中止したため。

⑦
健康教育・健康相

談（健康懇談会）
全村民

保健師・栄養士等が各集落や

地区に出向き、生活習慣の知

識と予防方法について啓発す

るとともに、生活習慣の改善を

促す

生活習慣の知

識と予防方法

について啓発

するとともに生

活習慣の改善

を促す。

コロナ禍であったため、健

康懇談会を開催する地

区・集落が減少傾向にあ

る。

各地区・集落の

健康づくり推進員

への働きかけ（懇

談会の企画・実

施の依頼）を強

化する。

⑩

対象者

糖尿病重症化予

防

①HbA1c6.5以

上の医療機関

受診なしの者

②HbA1c8.0以

上の医療機関

受診ありの者

評価項目・評価指標 目標値

実績値

③

未実施
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第 2 期計画では、高血圧、糖尿病の疾病負荷を軽減することを目標とし、個別の重症化予防

のための保健指導や、全体の底上げとなる教室の開催などを軸として保健事業を展開して

きました。しかし、新型コロナウイルス感染症により、訪問や教室の開催が制限されるなど

の影響があり、指標となる数値を達成できていない項目が多く見られました。 

 ハイリスクアプローチでは、計画の目標に掲げた「高血圧の疾病負荷の軽減」や「糖尿病

の疾病負荷の軽減」など重症化予防に重点を置いて事業を行いました。一人当たり医療費は

高血圧、糖尿病ともに経年的に見てもやや増加しており、受診率も高血圧については県と比

較しても高い状況にあります。 

 ポピュレーションアプローチでは、肥満や生活習慣病の予防のための啓発活動や運動習

慣の定着を目指し、教室やイベント等の開催を計画してきました。肥満者の割合は横ばいか

増加傾向で県や国と比較しても高い状況が続いています。 

 以上の事から、第 3 期計画においても重症化を予防するためのハイリスクアプローチと

全体の健康状態の底上げであるポピュレーションアプローチを両輪として事業を展開して

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様 ⑦と同様

アウト

プット
参加者数

参加者数

増加
432人 300人

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様 ⑦と同様

アウト

プット
実施回数

1回/年以

上
年1回 年1回

アウト

カム
⑦と同様 減少 ⑦と同様 ⑦と同様

アウト

プット
実施回数

1回/年以

上
― 1回/年

アウト

カム
対象者 0人 1人 0人

アウト

プット
対象者への指導率 100% 100% 100%

⑮
後発医薬品の普

及促進

国保被保険

者

後発医薬品の

使用を促す アウト

プット
加入者への配布率 100% 100% 100%

毎年実施し、少しずつ後

発医薬品が普及してきて

いる。

引き続き実施す

る。

⑬
職域への出前講

座
村内事業所

商工会健康

診断受診者

商工会で実施する健康診断

に合わせて健康づくりブース

を設置

総会及び理事会の場にて事

業主の方へ従業員の健康増

進のための普及啓発

・

・

働き盛り世代

への健康的な

生活習慣の普

及啓発

対象者抽出基準がきびし

いため対象者がいない。

抽出方法を見直

して実施する。

特定健診の問診票が評

価指標になっているため、

事業評価にはならない。

年1回は実施でき

るように事業所と

連携する。

評価指標を見直

す。

⑫
商工会における健

康づくり普及活動

生活習慣病の

知識と予防方

法等について

啓発するととも

に、生活習慣

の改善を促す

生活習慣病の知識と予防方法

等について啓発するとともに、

生活習慣の改善を促す

⑭
重複多受診者へ

の指導

国保被保険

者

保健師による訪問や面談等で

状況把握と受診指導

特定健診の問診票が評

価指標になっているため、

事業評価にはならない。

高血圧予防+α

で毎年テーマを

決めて実施す

る。

評価指標を見直

す。

令和元年度は国民文化

祭を兼ねて実施したため、

参加者が多かった。

全世代が楽しみ

ながら健康づくり

が学べるよう、関

係者で内容を協

議して実施する。

評価指標を見直

す。

⑪ 福祉健康フェア 全村民

食生活、たばこ、飲酒、歯科保

健等のブースを設置し普及啓

発

健康的な生活

習慣の普及啓

発

後発医薬品に関する資料を配

布

重複受診を減

らし、医療費の

適正化を図る
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４．レセプトデータ・健診データの分析結果 

 

（１）医療費・疾病構造の状況 

① 医療費の概要 

⚫ 総医療費の推移 

 

（KDB 健康スコアリング（医療）） 

 被保険者数は減っている一方で、総医療費は増加傾向となっています。内訳としては入

院・外来医療費がどちらも増加傾向です。 

 

⚫ １人当たり医療費（月平均）の推移 

 

163 190 190 191 

153 149 160 169 
34 32 32 28 121 111 114 108 

0

200

400

600

R1 R2 R3 R4

医療費

入院 外来 歯科 調剤

単位：百万円 

■1人当たりの月間医療費（合計） 

年度 新潟県 同規模 関川村 

R1 29,889 31,247 33,390 

R2 29,326 30,664 34,987 

R3 30,709 32,481 36,129 

R4 31,809 33,454 38,700 

    

 
 

■1人当たりの月間医療費（入院） 

年度 新潟県 同規模 関川村 

R1 11,240 12,900 11,690 

R2 11,120 12,600 13,800 

R3 11,330 13,180 13,920 

R4 11,640 13,360 14,360 

    

 

合計  471         482         496         496 

 

29,889 29,326 
30,709 

31,809 

31,247 
30,664 

32,481 33,454 

33,390 
34,987 

36,129 

38,700 

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

R1 R2 R3 R4

（円）

（年度）

■1人当たりの月間医療費（合計）

新潟県 同規模 関川村

 

11,240 11,120 11,330 11,640 

12,900 

12,600 
13,180 

13,360 

11,690 

13,800 13,920 
14,360 

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

R1 R2 R3 R4

（円）

（年度）

■1人当たりの月間医療費（入院）

新潟県 同規模 関川村
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（KDB 疾病別医療費分析） 

 

１人当たりの医療費は入院、外来ともに増加傾向となっており、県や同規模市町村と比

べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1人当たりの月間医療費（外来） 

年度 新潟県 同規模 関川村 

R1 16,200 16,120 19,620 

R2 15,960 15,970 18,880 

R3 16,710 16,790 20,090 

R4 17,110 17,220 20,900 

    

 

 

 

2,080 2,090 
2,180 

2,230 

1,860 1,870 

1,960 
2,010 

2,410 

2,310 2,340 

2,120 

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500

R1 R2 R3 R4

（円）

（年度）

■1人当たりの月間医療費（歯科）

新潟県 同規模 関川村

 

16,200 

15,960 
16,710 

17,110 16,120 

15,970 
16,790 17,220 

19,620 
18,880 

20,090 
20,900 

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

R1 R2 R3 R4

（円）

（年度）

■1人当たりの月間医療費（外来）

新潟県 同規模 関川村

 

■1人当たりの月間医療費（歯科） 

年度 新潟県 同規模 関川村 

R1 2,080 1,860 2,410 

R2 2,090 1,870 2,310 

R3 2,180 1,960 2,340 

R4 2,230 2,010 2,120 
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⚫ 疾病大分類別医療費（入院）推移 

入院医療費を大分類で見ると、循環器系の疾患、精神系及び行動の障害、新生物の順に

高くなっています。精神系及び行動の障害、新生物は減少傾向の一方で、循環器系の医療

費は増加傾向となっています。また、筋骨格系及び皮下組織の疾患も増加傾向です。 

 

（万円） 

 

 

 

疾病大分類  Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

 ■感染症及び寄生虫症 384 172 233 279 

 ■新生物＜腫瘍＞ 3,276 1,897 2,925 2,802 

 ■血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 406 23 716 470 

 ■内分泌、栄養及び代謝疾患 16 106 249 155 

 ■精神系及び行動の障害 4,694 4,116 3,892 3,181 

 ■神経系の疾患 1,930 1,624 977 1,609 

 ■眼および付属器の疾患 182 98 227 383 

 ■耳および乳様突起の疾患 0 21 32 0 

 ■循環器系の疾患 2,398 2,797 3,723 3,810 

 ■呼吸器系の疾患 907 1,432 596 614 

 ■消化器系の疾患 260 1,236 810 1,176 

 ■皮膚および皮下組織の疾患 0 0 44 25 

 ■筋骨格系および結合組織の疾患 682 2,275 2,046 2,564 

 ■尿路性器系の疾患 472 1,483 1,716 1,387 

 ■妊娠、分娩および産じょく＜褥＞ 5 0 96 0 

 ■周産期に発生した病態 0 0 214 0 

 ■先天奇形、変形および染色体異常 0 0 23 0 

 ■症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で

他に分類されないもの 

6 101 54 76 

 ■損傷、中毒およびその他の外因の影響 583 1,484 406 518 

 ■傷病および死亡の外因 0 0 0 0 

 ■健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービ

スの利用 

0 0 0 0 

 ■特殊目的用コード 0 0 0 0 

 ■その他（上記以外のもの） 110 176 15 23 
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⚫ 疾病大分類別医療費（外来）推移 

 外来医療費を大分類で見ると循環器系の疾患、内分泌栄養及び代謝疾患、尿路性器系の

疾患、新生物の順で高くなっています。いずれも横ばい、あるいは減少傾向となっていま

すが、循環器系の疾患については入院医療費が増加しており、生活習慣病の重症化が要因

の１つと考えられます。 

（万円） 

（KDB 疾病別医療費分析） 

 

 

疾病大分類 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 

 ■感染症及び寄生虫症 564 469 373 398 

 ■新生物＜腫瘍＞ 4,382 2,884 2,834 3,368 

 ■血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 14 696 1,318 1,513 

 ■内分泌、栄養及び代謝疾患 4,275 3,985 3,997 3,731 

 ■精神系及び行動の障害 949 999 746 820 

 ■神経系の疾患 943 1,070 1,169 1,022 

 ■眼および付属器の疾患 1,245 1,088 1,129 1,157 

 ■耳および乳様突起の疾患 73 83 92 104 

 ■循環器系の疾患 5,271 5,112 5,379 5,157 

 ■呼吸器系の疾患 1,624 1,192 1,231 1,631 

 ■消化器系の疾患 1,268 1,533 1,468 1,513 

 ■皮膚および皮下組織の疾患 420 368 368 488 

 ■筋骨格系および結合組織の疾患 2,226 1,970 2,314 1,851 

 ■尿路性器系の疾患 3,039 3,612 3,827 3,612 

 ■妊娠、分娩および産じょく＜褥＞ 1 0 0 0 

 ■周産期に発生した病態 1 0 0 0 

 ■先天奇形、変形および染色体異常 7 2 11 6 

 ■症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他

に分類されないもの 

190 196 223 266 

 ■損傷、中毒およびその他の外因の影響 221 201 249 185 

 ■傷病および死亡の外因 0 0 5 189 

 ■健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービ

スの利用 

0 0 0 0 

 ■特殊目的用コード 114 85 94 77 

 ■その他（上記以外のもの） 447 384 425 520 
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② 高額医療費の発生状況 

 

 （KDB 厚生労働省様式１-1） 

令和４年度 10 月時点で、80 万円以上の高額レセプトがあるのは 14 人、うち上記生活習

慣病に該当するのは９人でした。60歳以上が大部分を占めています。 

  

③ 長期入院者の状況 

 
                             （KDB 厚生労働省様式 2-1） 

令和４年度 10 月時点で、６か月以上の長期入院該当者は 10 人、うち精神疾患が６人と

なっています。 

 

④ 生活習慣病関連疾患医療費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高額医療費
全体

40歳未満 0人 0円 0人 0円 0人 0円 0人 0円

40～44歳 0人 0円 0人 0円 0人 0円 1人 50万円

45～49歳 0人 0円 0人 0円 0人 0円 0人 0円

50～54歳 0人 0円 0人 0円 0人 0円 0人 0円

55～59歳 0人 0円 0人 0円 0人 0円 0人 0円

60～64歳 0人 0円 0人 0円 1人 56万円 0人 0円

65～69歳 0人 0円 1人 770万円 0人 0円 0人 0円

70～74歳 0人 0円 1人 508万円 1人 82万円 4人 287万円

脳血管疾患 虚血性心疾患 腎不全 がん

人数 14人
0人 2人 2人 5人

0.0% 14.3% 14.3% 35.7%

年代別

338万円

0.0% 53.1% 5.7% 14.0%
医療費 2,406万円

0円 1,278万円 138万円

全体 精神疾患 循環器系疾患 がん
6人 0人 0人

60.0% 0.0% 0.0%
207万円 0円 0円
54.0% 0.0% 0.0%

人数 10人

費用額 383万円

R1 R2 R3 R4
（年度）

外来

糖尿病

高血圧症

脂質異常症

高尿酸血症

脂肪肝

動脈硬化症

脳出血

脳梗塞

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

R1 R2 R3 R4

（点）

（年度）

入院
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 （市町村データヘルス計画策定支援ツール） 

 

生活習慣病関連の医療費を入院外来別で見ると、人口規模が小さいため、入院ではその年

の件数によって医療費が変動していますが、脳梗塞が半数以上の割合を占めています。また、

糖尿病による入院医療費も例年高額となっています。外来では、高血圧症、糖尿病、脂質異

常症の順に高くなっています。生活習慣病関連全体の外来医療費は減少傾向にありますが、

レセプト件数は減少しているため、それが影響していることが考えられます。 

 

 

 

 

 

■入院
生活習慣病疾患 R1 R2 R3 R4
糖尿病 15,583 61,157 222,889 74,816
高血圧症 0 54,628 124,505 28,262
脂質異常症 0 6,211 12,152 0
高尿酸血症 0 0 0 0
脂肪肝 10,521 31,020 0 0
動脈硬化症 0 90,652 0 14,842
脳出血 0 438,490 169,666 0
脳梗塞 990,994 765,349 1,076,819 289,184

（点）

■外来
生活習慣病疾患 R1 R2 R3 R4
糖尿病 2,594,810 2,572,081 2,617,602 2,445,301
高血圧症 3,246,533 3,161,413 3,157,012 2,980,962
脂質異常症 1,334,079 1,096,129 969,282 927,562
高尿酸血症 49,323 22,007 32,672 24,140
脂肪肝 12,061 32,272 31,699 20,335
動脈硬化症 26,091 30,130 26,668 17,050
脳出血 2,672 2,356 12,616 4,266
脳梗塞 136,406 141,552 117,529 120,153

（点）

■疾患別件数 （件）

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
糖尿病 1 5 6 3 895 883 907 857
高血圧症 0 2 3 2 2,130 2,042 2,136 2,062
脂質異常症 0 1 2 0 795 679 678 709
高尿酸血症 0 0 0 0 21 16 23 24
脂肪肝 1 1 0 0 6 18 8 6
動脈硬化症 0 1 0 1 15 18 12 10
脳出血 0 7 2 0 1 3 3 2
脳梗塞 14 14 16 4 61 65 65 66

入院
生活習慣病疾患

外来
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⚫ 生活習慣病１人当たり医療費、受診率  

 

 

 

                                                          （疾病分類別大・中分類より） 

 

 生活習慣病１人当たり医療費を中分類別で見ると、糖尿病と高血圧性疾患で高く、経年で

見ても増加傾向になっています。また、受診率は高血圧性疾患が最も多く、次に多い糖尿病

と共に経年で増加傾向です。県と比較した標準化比においても、糖尿病と高血圧性疾患いず

れも 110を超えており、県より高いことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

0
10,000
20,000
30,000
40,000

1人当たり費用額

R1 R2 R3 R4

0

100

200

300

受診比率

R1 R2 R3 R4

１人当たり費用額 R1
１人当たり費用額

（対県）標準化比
R2

１人当たり費用額

（対県）標準化比
R3

１人当たり費用額

（対県）標準化比
R4

１人当たり費用額

（対県）標準化比

糖尿病 22,235 114.74 25,709 123.22 25,709 123.22 25,574 121.12

脂質異常症 11,364 123.51 8,579 97.81 8,579 97.81 8,677 105.73

高血圧性疾患 27,654 187.18 28,685 198.74 28,685 198.74 28,150 201.16

虚血性心疾患 2,239 48.79 4,706 107.88 4,706 107.88 1,238 30.84

脳内出血 23 1.17 1,593 74.93 1,593 74.93 40 1.53

脳梗塞 9,603 154.97 10,440 166.84 10,440 166.84 3,829 58.4

動脈硬化（症） 222 58.44 233 51.24 233 51.24 298 75.29

受診率 R1
受診率（対県）標

準化比
R2

受診率（対県）標

準化比
R3

受診率（対県）標

準化比
R4

受診率（対県）標

準化比

糖尿病 76.32 114.69 77.22 115.27 81.21 113.02 82.6 113.03

脂質異常症 67.72 101.5 59.13 92.97 59.44 87.17 66.32 99.62

高血圧性疾患 181.43 157.83 177.74 156.94 186.98 163.51 193.08 171.87

虚血性心疾患 10.22 147.92 9.74 148.03 10.23 152.19 6.45 98.11

脳内出血 0.09 14.33 0.87 148.68 0.44 72.21 0.19 27.79

脳梗塞 6.39 70.61 6.87 78.89 7.08 82.23 6.55 78.19

動脈硬化（症） 1.28 135.49 1.65 192.2 1.05 117.85 1.03 128.45
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⑤ がん医療費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

がん医療費については、年度によってばらつきがありますが、男性では肺がんや胃がん、

前立腺がんが、女性では主に乳がんで高額となっています。 

 

⑥ 精神疾患医療費の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
肺がん 167 182 113 138
胃がん 89 160 50 50
大腸がん 627 90 114 69
乳がん 7,114 10,380 12,675 5,476
子宮がん 54 40 73 49

(千円)

傷病名
外来

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
肺がん 1,153 2,488 3,156 3,105
胃がん 0 985 6,578 6,639
大腸がん 0 1,300 0 0
前立腺がん 2,899 2,473 0 0
乳がん 0 0 0 0

(千円)

傷病名
入院



19 

 

 

 

 精神疾患医療費では、入院では血管性及び詳細不明の認知症、統合失調症、統合失調型障

害及び妄想性障害、気分障害で高額となっています。気分障害については、入院では減少傾

向にありますが、外来の医療費は増加傾向にあります。外来では統合失調症、統合失調型障

害及び妄想性障害、気分障害が高額のほか、神経症性、ストレス関連障害及び身体表現性障

害が増加傾向となっています。 

 

⑦ 後発品の数量割合 

 

 令和４年度の後発品の数量割合が 83％～86％程度で推移しています。 

 

⑧ 重複頻回受診 

 

 ＫＤＢ令和４年 12月診療分において、１か月で受診した医療機関数が縦軸、同一医療機

関に受診した日数（複数医療機関がある場合はその最大日数）が横軸になっています。同じ

病気で、あるいは複数の医療機関を頻回に受診する重複頻回受診では、同じような検査や処

置等で本人の身体に負担がかかるだけでなく、医療費がかかること、医療機関での治療時間

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
血管性及び詳細不明の認知症 7,239 12,854 12,242 4,695 136 34 60 28
精神作用物質使用による精神及び行動の障害 0 0 0 0 61 108 0 0
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 27,406 21,704 21,388 22,783 3,535 4,074 1,798 1,703
気分（感情）障害（躁うつ病を含む） 7,625 6,473 4,523 4,139 5,067 4,990 4,537 5,349
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 2,883 131 0 0 503 557 805 774
知的障害（精神遅滞） 1,260 0 337 194 56 6 36 11
その他の精神及び行動の障害 529 0 429 0 135 220 224 335

精神疾患関連
入院 外来

(千円)(千円)

レセプト種別　後発医薬品数割合（％）
レセプト種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
医科 71.7 66.6 69.2 67.4 71.5 59.6 58.9 67.4 63.7 73.6 73.1 67.2
調剤 83.6 86.1 85.9 86.8 86.2 85.0 87.1 85.4 85.6 86.4 85.9 84.5
全体レセプト 83.0 85.1 85.0 85.9 85.4 83.7 85.9 84.4 84.4 85.7 85.3 83.7

20日以上

1医療機関以上 671 12 4 0 0

2医療機関以上 264 10 4 0 0

3医療機関以上 55 4 1 0 0

4医療機関以上 12 0 0 0 0

5医療機関以上 2 0 0 0 0

※外来（医科・歯科）のみを対象とする

受
診
し
た
者
（

人
）

受診医療機関数（同一月内）

同一医療機関への受診日数（同一月内）

受診した者（人）

1日以上
5日以上

10日以上
15日以上
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が増え、急病人の治療等に支障をきたす恐れがあります。 

 

 多剤処方 

 

 

 ＫＤＢ令和４年 12月作成分において、１か月で同一の薬効がある薬剤の処方日数が縦軸、

処方された薬効数（種類）が横軸になっています。 

 

 重複処方の状況 

 

（KDB 保健事業介入支援管理 重複・多剤処方の状況） 

  

ＫＤＢ令和４年 12月作成分において、１か月で他医療機関との重複処方が発生した医療

機関数が縦軸、重複処方が発生した薬剤数が横軸になっています。 

重複服薬や多剤投薬は、医療費負担が増えるだけでなく、本来の効果が発揮されない、重

い副作用や症状の悪化が促進され、重篤な健康状態を招く恐れがあります。 

 

 

 

20以上

15日以上 150 99 66 44 29 1 0

30日以上 133 89 61 41 28 1 0

60日以上 88 60 39 26 19 1 0

90日以上 52 35 22 15 12 0 0

120日以上 25 18 11 8 6 0 0

150日以上 16 11 5 4 3 0 0

180日以上 8 6 2 2 2 0 0

※外来（医科・歯科・調剤）のみを対象とする

処
方
を
受
け
た
者
（

人
）

同一薬効に関する処方日数
（同一月内）

処方薬効数（同一月内）
処方を受けた者（人）

6以上
7以上

8以上
9以上

10以上
15以上
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（２）特定健診・特定保健指導の実施状況 

 

① 特定健診受診率 

 

 

特定健診の受診率は、令和２年度に新型コロナウイルス感染拡大のため受診率が低下し

て以来、年々減少傾向にありますが、県と比較して高い割合で推移しています。 

  

⚫ 令和４年度性年齢別特定健診受診率 

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

新潟県 44.2 45.0 37.9 42.6

関川村 53.7 49.6 49.1 48.2

0

10

20

30

40

50

60

(％)

（％） 

 
5 5 

11 8 
16 

65 
92 31.3

23.8

37.9

32.0

43.2
50.8

50.0

0

20

40

60

80

0

50

100 受
診
率
（
％
）

受
診
者
数
（
人
）

受診者数 受診率 受診率平均（％）

男

性

 

3 6 4 8 29 

65 
86 

33.3 35.3 28.6

42.1
50.9 60.7 49.7

0

20

40

60

80

0

50

100

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
年齢階層（歳）

女

性

（KDB 様式 5⁻4 健診受診状況） 
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性年齢別でみると、65歳以上では男女ともに 50％以上の受診率となっている一方で、40

代の受診率が低く、特に男性 40代が 2割程度と低い受診率となっています。 

 

② 特定保健指導実施率 

 

 

特定保健指導の実施率は増加しており、県と比較しても高い値で令和２年度以降は国の

目標値である実施率 45％を超えています。 

 

③ メタボリックシンドローム該当者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

新潟県 43.0 41.9 37.2 37.1

関川村 57.8 53.1 66.7 56.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80
（％）

105 
97 

110 109 

44 42 30 29 
21.8

22.2 25.8 27.0

9.1 9.6 7.0 7.2

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

R1 R2 R3 R4

（％）（人）

（年度）

メタボリックシンドローム該当者 メタボリックシンドローム予備群

メタボリックシンドローム該当者割合 メタボリックシンドローム予備群割合
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 メタボリックシンドロームの該当者数は、年々増加しており、その割合は県や国と比較し

て高くなっています。令和２年度、令和３年度はコロナ禍で健診の受診率が低下しているに

も関わらずメタボリックシンドローム該当者が増加していることを考慮すると、メタボリ

ックシンドローム該当者はさらに多くなっていると考えられます。一方でメタボリックシ

ンドローム予備軍該当者は減少傾向で県や国と比較して低い割合となっています。 

 

 

④ 有所見者の状況（腹囲、血糖、血圧、脂質） 

 

 

ＫＤＢで令和４年度の特定健診の有所見者（保健指導判定値以上）を見ると、ＨｂＡ１ｃ

項目 R1 R2 R3 R4
メタボリックシンドローム該当者割合（％） 21.8 22.2 25.8 27.0
メタボリックシンドローム該当者（人） 105 97 110 109
メタボリックシンドローム予備群割合（％） 9.1 9.6 7.0 7.2
メタボリックシンドローム予備群（人） 44 42 30 29

特定健診項目 新潟県 関川村
BMI 25.4 27.1
腹囲 31.9 34.5
HbA1c 65.4 65.8
収縮期血圧 44.7 51.3
拡張期血圧 21.2 23.0
中性脂肪 25.5 31.3
HDLコレステロール 4.2 5.1
LDLコレステロール 48.2 35.9
eGFR 20.7 22.5

（％）
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メタボ・予備群（女性）

関川村 県 同規模 国

（KDB 健診の状況） 
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及び収縮期血圧の有所見者が多く、受診者の 50％を超えています。また、ＢＭＩと腹囲の

有所見者も県と比較して多く、メタボの該当者が多いことからも肥満によるハイリスク者

が多くいると考えられます。また腎機能の低下を表すｅＧＦＲの有所見者も県と比較して

多くなっています。 

 

⑤ 質問票の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＫＤＢで令和４年度の特定健診質問票の状況を見ると、男女共に「１日 30分以上の運動

習慣なし」、「保健指導の利用希望なし」、「歩行速度が遅い」の割合が県や同規模市町村と比

較して高く、その割合も 50％以上になっています。男性では、さらに毎日飲酒の割合も高

く、「１日飲酒量２～３合」の割合が県や同規模市町村と比較して高くなっています。女性

では、「喫煙」、「就寝前の夕食」、「間食」、「１日飲酒量２～３合」の割合が県や同規模市町

村と比較して高くなっています。 

 

■男性 （％）
質問票項目 新潟県 同規模 市町村

喫煙 22.2 25.6 22.0
1回30分以上の運動習慣なし 62.2 62.6 76.7
1日1時間以上運動なし 44.5 46.6 43.0
歩行速度遅い 51.0 54.7 59.9
食べる速度が速い 26.3 29.4 15.1
週3回以上就寝前夕食 18.9 21.7 15.2
週3回以上朝食を抜く 9.1 11.1 12.3
毎日飲酒 49.2 45.0 46.5
1日飲酒量（2～3合） 15.8 16.3 17.5
1日飲酒量（3合以上） 3.2 5.0 1.9
睡眠不足 19.5 22.3 19.3
改善意欲なし 37.1 38.8 38.2
保健指導利用しない 69.0 65.8 73.1
咀嚼ほとんどかめない 0.8 1.5 0.0
3食以外間食毎日 12.9 15.3 9.9

 

 

 

■女性 （％）
質問票項目 新潟県 同規模 市町村

喫煙 4.9 5.6 7.1
1回30分以上の運動習慣なし 65.1 67.6 76.7
1日1時間以上運動なし 39.4 47.2 39.0
歩行速度遅い 50.8 56.6 57.0
食べる速度が速い 22.4 23.7 22.7
週3回以上就寝前夕食 9.6 11.6 14.0
週3回以上朝食を抜く 5.4 6.3 6.4
毎日飲酒 13.0 9.8 8.8
1日飲酒量（2～3合） 2.0 2.8 3.3
1日飲酒量（3合以上） 0.4 0.7 0.8
睡眠不足 22.0 26.0 22.4
改善意欲なし 29.4 27.7 29.2
保健指導利用しない 66.1 61.4 67.1
咀嚼ほとんどかめない 0.3 0.5 0.0
3食以外間食毎日 27.9 27.3 32.2
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（３）重症化予防 

 

① 健診とレセプトの突合分析 

⚫ 健診受診者の生活習慣病未治療者割合 

健診受診者の中で生活習慣病未治療（レセプトがない）者の割合は 10％前後で横ばいで

す。しかし、その内訳を見ると、健診で問題がない（受診の必要がない）人の割合が減少し

ているのに対し、医療受診が必要な人の割合は増加しており、適切な受診勧奨の必要性があ

ると考えられます。 

 

② 重症化予防 

⚫ 糖尿病投薬治療中断者の状況 

 

■ 投薬治療中断者の状況

対象者 追跡データ 人数

中断者
受診判定値以上 1

22 受診判定値未満 4

※R4年度に糖尿病
服薬処方の実績なし 17

■受診判定値以上：下記のいずれかに当てはまる方

・血糖：空腹時126mg/dl以上またはHbA1c6.5％以上

■受診判定値未満：上記に当てはまらない方

■健診なし：健診データなし(未受診)

R3年度
糖尿病

服薬処方あり

健
診
受
診

健診未受診

健診結果

 

4.1 5.1
3.5 4.0

1.6
1.7

2.2 2.1

4.1
3.9

3.2
4.9

0

5

10

15

R1 R2 R3 R4

（％）

（年度）問題なし

 

年度 問題なし 特定保健指導対象 医療受診必要
R1 4.1 1.6 4.1
R2 5.1 1.7 3.9
R3 3.5 2.2 3.2
R4 3.4 2.0 4.3

（％）
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糖尿病の投薬中断者の状況では、令和３年度に糖尿病の服薬処方があり、令和４年度に処

方実績のない治療中断者と思われる方が 22名（資格喪失者含む）、うち健診受診された方が

５名、健診未受診者が 17名でした。治療中断は糖尿病の重症化や合併症の進行の危険があ

ります。 

 

 

⚫ 高血圧投薬中断者の状況 

  

高血圧の投薬中断者の状況では、令和３年度に高血圧の処方があり、令和４年度に処方実

績のない投薬中断者と思われる方が 51 名（資格喪失者含む）、うち健診受診された方が２

名、健診未受診者が 49 名でした。治療中断は脳卒中や心疾患につながる恐れがあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■ 投薬治療中断者の状況

対象者 追跡データ 人数

中断者
受診判定値以上

51 受診判定値未満 2

※R4年度に高血圧症
服薬処方の実績なし 49

■受診判定値以上：下記のいずれかに当てはまる方

・血圧：収縮期140mmHg以上または拡張期90mmHg以上

■受診判定値未満：上記に当てはまらない方

■健診なし：健診データなし(未受診)

健診結果

R3年度
高血圧症

服薬処方あり

健
診
受
診

健診未受診
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⚫ 生活習慣病の治療放置者の状況 

令和４年度の健診受診者のうち、各リスク項目が受診勧奨判定値以上かつ生活習慣病の

未受診者（レセプトなし）は 47名で、いずれかのリスク項目で受診勧奨レベルかつ生活習

慣病受診なしとなっています。 

 

リスク 
個数 

リスク項目 特定保健指導 
受診勧奨レベル 

要治療レベル 要治療よりもさらに高
いレベル 

合計 

【受診勧奨レベル】以上 
【要治療レベル】未満 

【要治療レベル】以上 
【要治療高レベル】未満  

【要治療高レベル】以上 

【糖尿病】 
空腹時血糖：126mg/dL 以上
又は HbA1c：6.5%以上 
【高血圧症】 
収縮期血圧：140mmHg 以上
又は拡張期血圧：90mmHg 以
上 
【脂質異常症】 
中性脂肪：300mg/dL 以上又
は LDL:140mg/dL 以上又は
HDL:35mg/dL 未満                              

【糖尿病】 
空腹時血糖：140mg/dL以
上又は HbA1c：7.0%以上 
【高血圧症】 
収縮期血圧：160mmHg 以
上又は拡張期血圧：
100mmHg 以上 
【脂質異常症】 
中性脂肪：400mg/dL以上
又は LDL:160mg/dL 以上
又は HDL:30mg/dL 未満       

【糖尿病】 
空腹時血糖：150mg/dL以
上又は HbA1c：8.0%以上 
【高血圧症】 
収縮期血圧：180mmHg 以
上又は拡張期血圧：
110mmHg 以上 
【脂質異常症】 
中性脂肪：500mg/dL以上
又は LDL:200mg/dL 以上
又は HDL:25mg/dL 未満       

1 
糖尿病 1 1 0 2 

高血圧症 12 6 0 18 

脂質異常症 11 5 2 18 

2 

糖尿病＋高
血圧症 

2 0 0 2 

糖尿病＋脂
質異常症 

0 1 1 2 

高血圧症＋
脂質異常症 

6 2 1 9 

3 
糖尿病＋高
血圧症＋脂
質異常症 

0 0 0 0 

合計   32 15 4 51 

 
 
＜抽出基準について＞ 
・前年度の健診結果により、生活習慣病での医療受診が認められない人の中で、基準値に該
当する人を抽出。 
・基準値は日本高血圧学会・日本糖尿病学会・人間ドック学会を参照し、３階層に設定。 
・受診勧奨レベル以上のリスク項目が複数ある場合、リスク項目ごとのレベルを最も高いレ
ベルに揃えてカウントする。 
例）糖尿病リスクが受診勧奨レベル、高血圧症リスクが要治療レベル、脂質異常症リスクが
要治療高レベルのとき、要治療高レベルのリスク３としてカウントする。 
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⚫ 人工透析患者数 

 

 

 

ＫＤＢで令和４年度の人工透析患者９名のうち、１名が新規となっています。 

  

 

⚫ ＣＫＤ重症度別マップ 

 

 

令和４年度の健診結果を基にしたＣＫＤマップです。ＣＫＤ重症度分類のＧ３ａ～Ｇ４

において（ ）内の医療機関未受診者が多くいます。 

  

■CKD 重症度別

A1 A2 A3
正常 軽度蛋白尿 高度蛋白尿

【－】 【±】 【＋～】
17 0 0 17

(17) (0) (0) (17)
254 5 3 262

(247) (5) (3) (255)
75 2 2 79

(70) (2) (1) (73)
4 2 2 8

(3) (0) (1) (4)
1 0 0 1

(0) (0) (0) (0)
0 0 0 0

(0) (0) (0) (0)
351 9 7 367

(337) (7) (5) (349)
上段 ：該当者数 ／下段 （）内：医療機関未受診者

30～45未満

合計

G4 高度低下 15～30未満

G5 末期腎不全 15未満

※対象：尿蛋白とeGFRの検査値が揃っている者
※年度：前年度継続在籍者
※医療機関未受診：糖尿病性腎症、慢性腎不全、
　 糖尿病性腎症以外の腎疾患での未受診者

CKD重症度分類

尿蛋白 区分

合計

ｅ
Ｇ
Ｆ
Ｒ
区
分

G1 正常 90以上

G2 正常または軽度低下 60～90未満

G3a 軽度～中等低下 45～60未満

G3b 中等度～高低下

 

■人数
人工透析患者数

（既存）
人工透析患者数

（新規）
8 1

■割合
人工透析患者割合

（既存）
人工透析患者割合

（新規）
88.9 11.1
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（４）介護の状況 

 

 

 

 

⚫ 介護度別 1件当たり給付費 

 

  

■介護認定者数の推移
年度 認定者数 認定率

R1 430 18.84
R2 425 18.62
R3 408 17.88
R4 377 16.99

■介護度別介護認定者数割合の推移
年度 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

R1 28 27 94 91 71 61 58
R2 20 30 95 97 76 53 54
R3 24 29 93 89 72 43 58
R4 19 24 97 76 65 48 48

0

50

100

150

200

全体 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（千円）

新潟県 同規模 関川村 （円）
地域 全体 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

新潟県 72,809 9,081 11,940 41,979 52,445 93,827 136,544 161,627
同規模 74,986 9,282 13,272 42,564 54,114 100,788 137,990 159,430
関川村 84,086 12,497 12,803 48,485 69,882 108,975 117,152 163,424
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介護認定者数、各介護度の認定率は全体的に減少傾向となっています。しかし、介護度別

１件当たり給付費では全体が県や同規模市町村と比較して高く、介護度別に見ると要介護

１～３で高くなっています。 

 

⚫ 要介護者の有病率の推移の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護者の有病率の状況をみると、高血圧などを含む心臓病や筋骨格系を有している方

が多い傾向があります。経年でみると、減少傾向のものもありますが、後期高齢者になる前

から生活習慣の改善や重症化予防を重点的に行い、基礎疾患の悪化を防止することが重要

です。 
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５．計画全体の目標 

（１）健康課題等のまとめ 

  

 分析結果 健康課題 

医療費 

データ 

・疾病別の外来医療費では、高血圧が 1 位、糖尿病が２位

となっている。 

・高血圧での医療機関受療率が最も高く、経年で診ても増

加傾向となっている。 

・1人当たりの月間医療費は、外来、入院ともに年々増加

傾向であり、県よりも高くなっている。 

・また、糖尿病の費用額、受療率も県に比べ高くなってい

る。 

・医療費では、高血圧と糖尿病

にかかる費用が上位 1、2位を

占めており、年々増加傾向で

あるため、重症化する前に生

活習慣を改善できるような

指導が必要である。 

 

健診 

データ 

【特定健診受診率】 

・受診率は年々減少傾向であり、目標値にも達していない

状況である。 

 

・未受診者の実態把握や、医療

機関受診中の対象者の検査

データ提供に向けた周知啓

発が必要である。 

【特定健診結果】 

・BMI、腹囲、HbA1c、血圧、中性脂肪、HDL コレステロー

ル、eGFR で有所見者となっている人の割合が県と比べ

て高くなっている。 

・男性、女性ともにメタボリックシンドローム該当者が多

く、県や国と比べても高い割合となっている。 

 

・生活習慣病の重症化を予防す

るため、自分の生活を振り返

り、食生活、運動などの実践

につながるような保健指導

や保健事業の支援、体制づく

りが必要である。 

 

【特定健診質問票】 

・男女ともに、運動習慣のない人の割合が県や同規模と比

べて高い。 

・1回の飲酒量が 2 合以上の方の割合が高い。 

・間食を毎日とる人の割合が高くなっている。 

 

・運動習慣のある方の割合が低

く、生活習慣病の発症や悪化

につながっている可能性が

あるため、運動を習慣化する

人を増やしていく必要があ

る。 

【特定保健指導】 

・実施率は目標値である 60％を下回っているが増加傾向

である。 

・保健指導を確実に指導できる

よう、利用しやすい事業の実

施方法を検討する必要があ

る。 

介護 

データ 

・介護認定率は減少している。認知症、筋骨格系での認定

者が多い。 

・脳血管疾患の発症を予防する

生活習慣を改善する取組や、

筋力低下を予防するための

支援が必要である。 
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健康課題１  高血圧による疾病負荷 

 高血圧性疾患について、生活習慣病に占める医療費が最も高く、１人当たり医療費、受診

率ともに県よりも高く、経年で増加傾向になっています。また、重症化疾患である脳血管疾

患の入院医療費も高額で推移しています。 

 また、健診有所見者状況でもその有所見率（保健指導判定値以上）は県と比較して高くな

っています。 

 このことから、高血圧による疾病負荷の軽減のために高血圧の発症予防・重症化予防が必

要です。 

 

健康課題２  糖尿病による疾病負荷 

 糖尿病医療費について、生活習慣病医療費に占める医療費として高血圧性疾患に次いで

高く、１人当たり医療費、受診率ともに県よりも高く、経年で増加傾向になっています。 

 また、健診有所見者状況ではＨｂＡ１ｃの有所見率（保健指導判定値以上）が 65％以上

と高い割合になっています。 

糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害等の様々な障害を起こすことが知られ

ている糖尿病について、糖尿病による疾病負荷の軽減のために糖尿病の発症予防・重症化予

防が必要です。 

 

 

（２）計画全体の目標 

第３期計画では、計画の目的を中長期目標・短期目標を設定し、大目標である高血圧や糖

尿病の疾病負荷の減少を目指し取り組んでいきます。短期目標の改善に努めることで、中長

期的目標や大目標の達成につながります。 

 

計画の目的 ◇健康寿命の延伸 

 ◇医療費の適正化 

 

 

 

 大 目 標 （１）高血圧の発症及び重症化の予防 

 （２）糖尿病の発症及び重症化の予防 
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中長期目標 

中長期目標 アウトカム評価指標 
現状値 

（R4年度） 

目指す方向性 

/目標値 

1） 
高血圧性疾患の１人当たり医療費、受診率の

減少 

１人当たり医療費 

受診率 

28,150円 

193.08％ 
減少 

２） 

特定健診結果出高血圧の有所見者割合（保健

指導判定値以上）の減少 

収縮期血圧 130 ㎜ Hg 以

上の者の割合 

拡張期血圧 85㎜ Hg 

以上の者の割合 

51.3％ 

23.0％ 

減少 

３） 
メタボリックシンドローム該当者・予備軍の減少 メタボ該当者・予備軍の

割合 

26.7％ 

7.1％ 
減少 

４） 
糖尿病の１人当たり医療費・受診率の減少 １人当たり費用額 

受診率 

25.574円 

82.6 
減少 

５） 
特定健診結果で糖尿病の有所見者割合の減

少 

HbA1c5.6％以上の者の

割合 
65.8％ 減少 

 

 短期目標 

短期目標 アウトカム評価指標 

現状値 

（R4年

度） 

目指す方向性 

/目標値 

＃１ 特定健診受診率の向上 特定健診受診率 48.2％ 増加 

＃２ 特定保健指導実施率の向上 特定保健指導実施率 56.3％ 増加 

＃３ 喫煙率の減少 問診回答率（禁煙） 15.2％ 減少 

＃４ 

運動に取り組める人が増える 問診回答率 

１回 30 分以上の汗をかく運

動を週に２回以上実施 

歩行又は同等の身体活動

を１日１時間以上実施 

 

77.4％ 

 

40.8％ 

増加 

＃５ 
適切な食事（飲酒）に取り組める人が増える 問診回答率（飲酒） 

１日の飲酒量２～３合 

12.0％ 減少 

＃６ 

適切な食事（間食、朝食摂取）に取り組める

人が増える 

問診回答率 

毎日間食がある人 

朝食を欠食する人 

 

21.4％ 

8.７％ 

減少 

＃７ 

Ⅱ度高血圧以上の未治療者が減少する 健診でⅡ度高血圧以上の

者のうち、高血圧レセプトの

ない者の割合 

44.4％ 減少 

＃８ 
肥満者が減少する 健診でＢＭＩ25以上のものの

割合 

27.1％ 減少 

＃９ 

HbA1c以上の未治療者が減少する 健診で HbA1c6.5％以上の

者のうち、糖尿病レセプトの

ないものの割合 

19.4％ 減少 
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第 3期新潟県データヘルス計画 共通評価指標 

新潟県の目標にも沿ってデータヘルス計画を推進していきます。 
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６．課題に対応した保健事業の立案 

（１）各保健事業の内容と目的、評価指標、目標の設定 

 

現状値

R4

アウト

カム
特定健診受診率

全体：48.1%

40代：30.2%

50代：33.3%

全体：59%

40代：30%

50代：37%

アウト

プット
個別通知による受診勧奨 100% 100%

アウト

カム
特定保健指導実施率 56.3% 64.2%

アウト

プット
結果説明会時や電話・訪問等による利用勧奨率 100% 100%

アウト

カム

特定健診の問診による生活習慣や行動変容

医療受診につながった割合

100%

80%

アウト

プット

受診勧奨率

実施率
100%

アウト

カム

特定健診の問診による生活習慣や行動変容

医療受診につながった割合

100%

80%

アウト

プット

受診勧奨率

実施率
100%

アウト

カム

アンケートの教室の内容を普段の生活に役立て

られる人の割合
100%

アウト

プット
実施率 100%

アウト

カム
医療受診につながった割合 ― 100%

アウト

プット
参加率 40% 60%

アウト

カム
30歳代の特定保健指導実施率 50% 60%

アウト

プット
電話・訪問等による利用勧奨率 100% 100%

⑧ 福祉健康フェア 全村民
健康的な生活習慣

の普及啓発

アウト

プット
実施回数 1回/年 1回/年

アウト

カム

ブース立ち寄り率

アンケート回答率
96.8% 100%

アウト

プット
実施回数 1回/年 1回/年

アウト

カム
アンケート回答率 100% 100%

アウト

プット
実施回数 1回/年 1回/年

アウト

カム

対象者のうち、翌年度の医療費が減少した者の

割合
― 100%

アウト

プット
対象者への指導率 100% 100%

⑫
後発医薬品の普及促

進
国保被保険者

後発医薬品の使用

を促す

アウト

プット
加入者への配布率 100% 100%

アウト

カム

アンケートの健康に関する意識や行動の変化が

あった人の割合
― 80%

アウト

プット
参加者数 136人 200人

評価項目・評価指標 目標値

①
特定健診受診率向上

事業

40～74歳国保被

保険者

・

・

・

・

・

個別通知による再度受診勧奨

未受診者健診についてのお知らせを全戸配

布

広報紙記事掲載や広報無線による受診勧奨

や健診の重要性について周知

特定健診とみなす検査結果の提供

人間ドックの費用助成（35歳以上、1万円）

事業

番号
保健事業 対象者 事業内容 事業目的 指標

受診率の増加

特定保健指導実施

率向上

③ 糖尿病重症化予防

①HbA1c6.5以上の

医療機関受診なし

の者

②HbA1c8.0以上の

医療機関受診あり

の者

新規糖尿病・境界型の診断がついた者、健診

後、糖の精検未受診者等を対象に保健師・栄

養士による生活指導（食事・運動）、受診勧奨を

実施する。

介入方法として、個別訪問、個別面談、電話、

手紙等で対応

医療費の抑制

介護保険料の負担

増の抑制

糖尿病の発生・重症

化を予防

②
特定保健指導実施率

向上事業

特定保健指導対

象者（集団健診・

人間ドック受診

者）

・

・

家庭訪問等による個別面接（保健師・管理栄

養士）

結果説明会時や電話・家庭訪問による利用

勧奨

特定健診受診者

全員

個別に特定健診の結果説明と結果に基づいた

生活指導を実施。

要受診者へは受診勧奨も実施。 自身の健診結果を

理解できる。

健診の継続受診に

つながる。

④
高血圧重症化予防事

業

160/95mmHg以

上の医療機関受

診なしの者

医療費の抑制

介護保険料の負担

増の抑制

高血圧症の発生・重

症化を予防

・

・

受診勧奨及び保健指導

対象者管理

未実施

未実施

未実施

⑩ 職域への出前講座 村内事業所

生活習慣病の知識と予防方法等について啓発

するとともに、生活習慣の改善を促す
生活習慣病の知識と

予防方法等について

啓発するとともに、生

活習慣の改善を促

す

食生活、たばこ、飲酒、歯科保健等のブースを

設置し普及啓発

働き盛り世代への健

康的な生活習慣の

普及啓発

⑦
早期介入保健指導事

業

国保の30～39歳

特定保健指導対

象者

結果説明と保健指導を行う

30歳代の特定保健

指導実施率の向上

⑥

⑬ 健康ポイント事業 全村民

村の健（検）診や健康に関するイベントに参加し

たり、自ら健康づくりに取り組んだりすることで

ポイントが貯まり、インセンティブとして景品と交

換できる。
村民の健康意識を

高め、健康づくりに

取り組む村民が増え

る。

後発医薬品に関する資料を配布

⑤ 生活習慣病予防教室

特定健診受診者

のうち、血圧、脂

質、血糖、腎機能

のいずれかが受

診勧奨判定値以

上の者

特定保健指導対

象者

生活習慣病の正しい

知識を得る、参加者

の運動意識が高まり

運動習慣がつく

メインターゲットを特定保健指導と重症化予防

の対象者とし、運動実技を中心に行い、生活習

慣改善のための目標を設定

⑪
重複多受診者への指

導

⑨
商工会における健康

づくり普及活動

商工会健康診断

受診者

商工会で実施する健康診断に合わせて健康づ

くりブースを設置し、健康増進のための普及啓

発

国保被保険者

レセプトで対象者の受診状況を確認し、保健師

が訪問や面談等で状況を聞き取り、受診指導

する。
重複受診を減らし、

医療費の適正化を

図る

特定健診結果説明会
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（２）実施体制・関係者連携 

本計画は関川村が実施主体となり、保健衛生部門、介護保険部門と連携・調整を図り実施

するものです。それぞれが計画の目標を理解し、策定及び事業運営を行います。 

また、策定に当たり、関川村国民健康保険運営協議会において、有識者、被保険者を代表す

る委員により意見聴取を行うほか、新潟県国民健康保険団体連合会が運営する保健事業支

援等において本計画に関する支援等を受け、その結果を計画策定及び、事業運営に反映させ

るよう努めます。また、村内の関係機関及び医療機関と情報共有し、意見交換を随時実施し

ます。 

 

 

７．個人情報の保護 

個人情報の保護については、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び

これらに基づくガイドライン（平成 16 年 12 月 27 日厚生労働省）等を遵守するとともに、

そのほかの関係法令（国民健康保険法第 120 条の２（秘密保持義務）、高齢者の医療の確保

に関する法律第 30 条（秘密保持義務）及び関川村個人情報保護条例）の規定に基づいて実

施します。 

 

 

８．地域包括ケアに係る取組み 

関川村の高齢化率は令和４年度で 44.1％となっており、住み慣れた地域で自分らしく生

きていくためにも、包括ケアに関する取組が必要です。高齢者の保健事業と介護予防の一体

的な実施「基本方針」に定めており、データヘルス計画との調和を取りながら下記事業につ

いて進めていきます。 

 

 

ハイリスクアプローチ    ＣＫＤ重症化予防事業 

              健康状態未把握者実態把握事業 

ポピュレーションアプローチ 通いの場を活用したフレイル予防事業 

              特定健診時のフレイルチェック 
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第２章 関川村国民健康保険第４期特定健康診査等実施計画 

  

１．計画策定に当たって 

 

（１）特定健診等導入の背景と趣旨 

近年、医療技術の高度化や少子高齢化の進展など、大きな環境変化に直面しており、国民

皆保険の維持や医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくために、生活習慣病の+

発症や重症化を予防し、医療費適正化のための取り組みが求められています。 

 関川村においても、これまで第１期～３期まで特定健診・特定保健指導実施計画を策定し、

特定健診及び特定保健指導に取り組んできました。 

第３期計画は令和５年度が終了年度となるため、目標達成状況と取組内容を評価すると

ともに、今後６年間の目標及び取組内容を定め、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の

向上を通じて、健康寿命の延伸と医療費の適正化を目指すものです。 

 

 

（２）本計画の位置づけ 

 本計画は、「高齢者の医療保確保に関する法律第 19 条に規定する「特定健康診査基本指

針」に基づいて実施する特定健診等の基本的な方針を示すものです。 

 計画の策定にあたっては、第６次関川村総合計画、第２次関川村健康増進計画、関川村第

３期保健事業実施計画（データヘルス計画）等と十分な整合性を図るものとします。 

 

 

（３）計画の期間 

 本計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19条の規定に基づき、令和６年度から令

和 11年度までの６年間を １期とし策定します。 
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２．特定健診・特定保健指導の受診状況 

 

（１）特定健診の受診状況 

 特定健診等受診率の推移をみると、年代による差異が大きく、40歳代の受診率は概ね 20

～30％台ですが、年齢が上がるほどその割合は増し、60歳代後半では概ね 50％前後となっ

ています。また、受診率は女性の方が高い傾向にあります。 

 

⚫ 達成目標と実績 

 H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

達成目標 55.0％ 56.0％ 57.1％ 58.1％ 59.0％ 

実績 49.5％ 53.7％ 49.6％ 49.1％ 48.2％ 

※令和５年度は令和６年３月時点の暫定値 

 

⚫ 男女年代別受診状況 

＜特定健診等受診率（全体）＞ 

 H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

40 ～44歳 28.1％ 23.3％ 20.7％ 28.6％ 32％ 

45～49歳 27.9％ 32.6％ 20.9％ 23.7％ 28.9％ 

50～54歳 37.5％ 39％ 44.4％ 42.9％ 34.1％ 

55～59歳 33.3％ 31.4％ 32.1％ 38.6％ 34.1％ 

60～64歳 51.7％ 52.5％ 41.4％ 46.6％ 48.4％ 

65～69歳 52.5％ 57％ 50.4％ 54.6％ 54％ 

70～74歳 55.6％ 62.5％ 60.9％ 52.4％ 48.9％ 

小計 49.5％ 53.7％ 49.6％ 49.1％ 48.2％ 
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＜特定健診受診率（男性）＞ 

 H30 年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

40 ～44歳 12.5％ 27.8％ 12.5％ 22.2％ 31.3％ 

45～49歳 25％ 28％ 16％ 19％ 23.8％ 

50～54歳 37.9％ 39.1％ 31.8％ 33.3％ 37.9％ 

55～59歳 42.9％ 37％ 36％ 50％ 32％ 

60～64歳 50％ 46.7％ 33.9％ 49％ 43.2％ 

65～69歳 51.8％ 51.6％ 43.7％ 52.9％ 50.8％ 

70～74歳 55.6％ 61.1％ 64.3％ 51.8％ 50％ 

小計 48.4％ 50.5％ 47.1％ 47.9％ 45.9％ 

 

 

＜特定健診受診率（女性）＞ 

 H30 年度 R 元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

40 ～44歳 43.8％ 16.7％ 30.8％ 40％ 33.3％ 

45～49歳 33.3％ 38.9％ 27.8％ 29.4％ 35.3％ 

50～54歳 36.8％ 38.9％ 64.3％ 60％ 28.6％ 

55～59歳 25.9％ 25％ 28.6％ 27.3％ 42.1％ 

60～64歳 53.4％ 58.1％ 49.1％ 44.4％ 50.9％ 

65～69歳 53.3％ 62.9％ 57.4％ 56.2％ 60.7％ 

70～74歳 55.6％ 64％ 57.1％ 53.1％ 49.7％ 

小計 50.7％ 57.1％ 52.4％ 50.5％ 50.8％ 
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（２）特定保健指導の実施状況 

令和４年度では、特定健診受診者のうち約８％が特定保健指導対象者となっています。 

 

⚫ 達成目標と実績 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 

達成目標 61.4％ 61.8％ 62.3％ 63.5％ 64.2％ 

実績 40.8％ 57.8％ 53.1％ 66.7％ 56.3％ 

※令和５年度は令和６年３月時点での暫定値 

 

⚫ 男女別実施状況の年度ごとの推移 
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 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 

男性 41.2％ 56.7％ 50％ 70.8％ 50％ 

女性 40％ 60％ 57.1％ 58.3％ 70％ 

全体 40.8％ 57.8％ 53.1％ 66.7％ 56.3％ 
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⚫ 男女別特定保健指導該当者出現率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．達成しようとする目標 

 

（１）国の目標値 

特定健診の受診率は年々減少傾向であり、目標値とは依然かい離があります。さらなる受

診率の向上に向けた取り組みが必要となることから、国は特定健康診査等基本指針におい

て、特定健診実施率 70％以上、特定保健指導実施率 45％以上を目標値として示しています。 

また、市町村国保が目指すべき目標値として特定健診実施率及び特定保健指導実施率を

60％以上と掲げています。 

 

（２）関川村の目標値 

 国の目標値とこれまでの関川村の実績を踏まえ、本村における目標値を以下のとおり設

定します。 

 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

特 定 健 診 

実 施 率 
50.0％ 51.0％ 52.0％ 53.0％ 54.0％ 55.0％ 

特 定 保 健 

指導実施率 
60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 60％ 
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男性 女性 合計

  H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

男性 15％ 12.7％ 8.3％ 11％ 10.9％ 

女性 6.7％ 6.1％ 6.4％ 5.7％ 5％ 

合計 10.9％ 9.4％ 7.3％ 8.4％ 7.9％ 
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（３）対象者及び実施者数の推計 

令和６年度から令和 11年度までの特定健診等の対象者及び受診者等について、過去５年

間における対象者の減少率、出現率、受診率を参考に以下のとおり設定します。 

 

 Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

特定健診対象

者（推計） 
830 人 814人 798人 782人 766人 751人 

特定健診受診

者（推計） 
390 人 374人 359人 344人 329人 315人 

特定保健指導

対象者（推計） 
35 人 34 人 32 人 31 人 30 人 28 人 

特定保健指導

実施者（推計） 
19 人 19 人 18 人 17 人 17 人 15 人 

※ 算出方法について 

特定健診対象者数は過去 5 年で毎年平均約２％の減少、特定健診受診者数は毎年１％ずつ減少あり。

特定保健指導対象者数は、特定健診受診者で平均約９％が該当あり、特定保健指導実施者は特定保健

指導対象者のうち毎年平均約 50％であり、それぞれ割合で算出した。 

 

 

４．特定健診の実施方法 

 

（１）特定健診の実施方法 

 ① 対象者 

 特定健診は、各年度４月１日現在の被保険者のうち、その年度中に 40～74歳となる者が

対象となります。 

 

 ② 実施場所 

 ・集団健診は関川村村民会館や関川村保健センター等で行う。 

 ・施設（個別）健診は委託契約をした医療機関や健診機関等で行う。 

 ・人間ドックは委託契約をした健診機関で行う。 

 

 ③ 実施項目 

 厚生労働省が定める「標準的な健診・保健指導プログラム」に記載されている項目としま

す。 

 



44 

 

 

＜基本的な健診項目＞ 

・質問項目（服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査） 

・理学的検査（身体診察） 

・身体計測(身長、体重、腹囲、ＢＭＩ) 

・血圧測定 

・血中脂質検査 

・肝機能検査 

・血糖検査 

・尿検査 

 

＜詳細な健診項目（医師の判断で追加）＞ 

・貧血検査 

・心電図検査 

・眼底検査 

・血清クレアチニン検査（ｅＧＦＲによる腎機能評価を含む） 

 

＜追加項目検査＞ 

・尿検査（尿潜血） 

・血中脂質検査（総コレステロール） 

 

④ 実施時期 

・集団健診は、農繁期を避けて５月下旬に、未受診者健診は７月の土曜日と時期をずらし 10

月に実施します。 

・施設健診は、８月～翌年２月まで実施します。 

・人間ドックは４月～翌年１月まで実施します。 

 

⑤ 受診方法 

実施期間内に特定健診受診券と国民健康保険被保険者証を持参して受診するものとしま

す。 

 

⑥ 周知・案内方法 

対象者に受診券及び個別通知を送付するとともに、村広報誌やホームページ等により周

知を図ります。また、未受診者対策として、文書や電話連絡による受診勧奨のほか、特に経

年的未受診者に対しては、地区担当保健師や在宅保健師等を活用し、訪問による受診勧奨を

実施します。 
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⑦ 事業主健診等の情報提供 

事業主健診を受けた被保険者は、結果通知書の写しを村に提出することにより、これに基

づき特定保健指導等を実施します。また、医療機関定期受診や個人的に人間ドック受診等で

健診項目の検査を実施している場合についても、結果通知書の写しを国保に提出すること

により、国保の特定健診の受診に替えるものとし、特定保健指導等を実施します。健診意向

調査時に、村実施の特定健診以外で健診や検査を受けると回答した場合は、その結果を村に

提出するよう周知します。 

 

 

（２）特定保健指導の実施方法 

① 対象者 

 特定健診等の結果、動機付け支援、積極的支援と判定された方を対象に以下の方法で階層

化を行います。 

 

⚫ 特定保健指導対象者の階層化基準 

腹囲 追加リスク ④喫煙 対象 

①血糖②脂質③血圧 40－64歳 65-74歳 

（１） 

≧85㎝（男性） 

≧90㎝（女性） 

２つ以上該当  積極的支援 動機付け支援 

１つ該当 あり 

なし  

（２） 

上記以外で 

BMI≧25 

３つ該当  積極的支援 動機付け支援 

２つ該当 あり 

なし  

１つ該当  

 

⚫ 具体的な階層化の方法 

◎ 腹囲と BMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定する。 

・ 腹囲 男性≧85㎝、女性≧90㎝  ➡（１） 

・ 腹囲 （１）以外かつ BMI≧25㎏/㎡➡（２） 

        

  ※集団健診では、高血圧、糖尿病、高脂血症の治療を行っていない階層化基準ステップ

１の人に対して初回面接を実施する。 

 

ステップ１ 内臓脂肪蓄積のリスク判定 
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  ◎ 検査結果及び質問票より追加リスクをカウントする。 

    ① 血圧高値 a. 収縮期血圧     130㎜ Hg以上 または 

           b. 拡張期血圧     85㎜ Hg  

    ② 脂質異常 a. 空腹時中性脂肪   150㎎/dl以上 または 

           b. ＨＤＬコレステロール  40㎎/dl未満  

    ③ 血糖高値 a. 空腹時血糖（やむを得ない場合は随時血糖） 

100㎎/dl以上 または 

                      b. HbA1c（NGSP）5.6％以上 

④ 質問票 喫煙歴あり 

⑤ 質問票 ①、②または③の治療に係る薬剤を服用している 

 

◎ ①～③はメタボリックシンドロームの判定項目、④はその他の関連リスクとし、④

喫煙については①～③までのリスクが一つ以上の場合にのみカウントする。 

◎ ⑤に該当する者は特定保健指導の対象にならない。 

 

◎ ステップ１、２の結果を踏まえて、保健指導レベルをグループ分けする。なお、前

述のとおり、④喫煙については①から③のリスクが一つ以上の場合にのみカウント

する。 

 

  （１）の場合 

    ①～④のリスクのうち、 

追加リスクが２以上の対象者は積極的支援レベル 

          １の対象者は動機付け支援レベル 

          ０の対象者は情報提供レベルとする。 

 

  （２）の場合 

    ①～④のリスクのうち、 

追加リスクが３以上の対象者は積極的支援レベル 

          １～２の対象者は動機付け支援レベル 

          ０の対象者は情報提供レベルとする。 

   

ステップ２ 追加リスクの数の判定と特定保健指導の対象者の選定 

 

ステップ３ 保健指導レベルの分類 
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◎ 65 歳以上 75 歳未満については、日常生活動作能力、運動機能等を踏まえ、ＱＯＬ

（生活の質）の低下予防に配慮した生活習慣の改善が重要であること等から「積極

的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とする。 

 

◎ 降圧薬等を服用中の者については、継続的に医療機関を受診しているはずなの

で、生活習慣の改善支援については、医療機関において継続的な医学的管理の一

環として行われることが適当である。そのため、保険者による特定保健指導を義

務とはしない。しかしながら、きめ細やかな生活習慣改善支援や治療中断防止の

観点から、医療機関と連携した上で保健指導を行うことも可能である。また健診

結果において、医療管理されている疾病以外の項目が保健指導値を超えている場

合は、本人を通じて医療機関に情報提供することが望ましい。 

 

 

② 実施場所 

  特定健診会場、結果説明会会場、その他訪問等により実施します。 

 

③ 実施内容 

 厚生労働省が定める「標準的な健診・特定保健指導プログラム」をもとに、特定保健指導 

を主に個別支援で行います。また、初回面接は特定健診や結果説明会時に行い、行動目標を

設定します。 

 

⚫ 「動機付け支援」 

・支援期間…初回面接後、３～６ヶ月後に実績評価を行います。 

    ・支援内容…特定健診の結果から生活習慣を振り返り、対象者が自ら生活習慣  

改善のための計画を立て、実践できるように支援を行います。 

⚫ 「積極的支援」 

・支援機関…初回面接後、３か月以上の継続的な支援後に、実績評価を行います。 

・支援内容…特定健診の結果から生活習慣を振り返り、対象者が自ら生活習慣  

改善のための計画を立て、実践できるように個別面接、訪問、電話等

で３か月以上の支援を行います。 

 

④ 実施時期 

特定健診・結果説明会時に行うほか、生活習慣病予防教室等の参加時に面接等で支援を行

います。 

ステップ４ 特定保健指導における例外的対応等 
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⑤ 周知・案内方法 

・集団特定健診時の特定保健指導対象者に対しては、対象になりうることを伝え、了承が得

られた場合に特定健診会場内で初回面接を行います。 

・結果がそろった後、対象に該当した者には個別で通知します。その際、結果説明会等での

面接の予約を取ります。 

・施設健診受診者や人間ドック受診者には、健診当日に対象となることを伝え、個別で通知

し説明面接を実施します。 

    

⑥ 特定保健指導のデータの保管及び管理方法 

特定保健指導に関するデータは、原則として保健指導を実施する機関が、国の定める電子

標準様式により、新潟県国民健康保険団体連合会へ提出します。また、データは原則 5年間

保存するものとします。 

 

（３）実施体制 

国保部局（健康福祉課 福祉保険班）と保健衛生部局（健康福祉課 健康推進班）が共同

して事業を実施します。 

 

 

５．特定健診等実施計画の評価及び見直し 

 特定健診等の実施状況や目標の達成状況などは、事業の評価だけでなく、その実施体制・

実施過程・実施量等も含めた評価を毎年度行います。 

また、評価の結果、本計画の目標設定や取り組むべき事業など見直しが生じた場合には、

関係機関で検討し見直しを行います。 

 

 

６．特定健診等実施計画の公表・周知 

高齢者医療確保法第 19条の３の規定に基づき、本計画を村ホームページで公表するほか、

広報誌等でも周知を図ります。 

 

 

７．個人情報の保護 

特定健診等で得られる個人情報の取り扱いに関しては、個人情報保護に関する法律及び

関川村個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守し、適切に対応します。 

また、委託事業者との契約の際には、個人情報の厳重な管理や目的以外の使用の禁止等を

契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 
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